
総社市では，子育てにかかる経済負担の軽減とお子さまの健康維持を目的として，小学校 6年生まで

の通院分と中学校 3年生までの入院分のうち，保険診療により保護者が支払うべき自己負担分の全額を

公費(税金)で負担し，保護者負担を無償としています。この負担額が，年々増加しており，平成 24 年

度には約 2億 5,700万円となりました。現在，この負担額を少しでも抑制できないか検討しています。 

この小児医療費公費負担制度についての保護者の皆様のお考えやご要望を把握するためにアンケー

トを実施することになりました。お手数をおかけしますが，ぜひ，ご協力ください。なお，アンケート

中のお子さまは，このアンケートをお持ち帰りになったお子さまを対象にご記入ください。9月17日（火）

までにお子さまを通して学校に回答をご提出くださいますようお願いします。 

 

問１ お子さまは，調剤も含め 1ケ月に何回ぐらい医療機関を受診しますか。【○は１つ】 

              

      

 

    問２ お子さまの「かかりつけ医」を決めていますか。【○は１つ】 

                 

 

問３ 休日夜間の急病時に受診するかどうか迷ったときに利用できる「小児救急医療電話相談（＃８０

００）」を利用したことがありますか。【○は１つ】 

 

     

 

 
 

問３で「３」知らないと回答した方にうかがいます。 

問４ 「小児救急医療電話相談（＃８０００）」を知っていたら利用しますか。【○は１つ】 

    

 

    
 

問５ 「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」のことをご存知ですか。【○は１つ】 

 

 

 

問５で「１」知っていると回答した方にうかがいます。 

問６ 「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」を利用したいですか。【○は１つ】 

 

 

 

問６で「２」利用したくない「３」どちらでもよいと回答した方にうかがいます。 

問７ どうして「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」を利用しないのですか。 

【○は当てはまるものすべて】 

                     

              

１． １～３回 ３． 7～9回 ５．受診しない 
２． ４～６回 ４． １０回以上 

１．決めている ２．決めていない 

１．利用したことがある 

２．知っているが利用したことはない（理由：                    ） 

３．知らない 

１．利用する 

２．利用しない（理由：                            ） 

１．知っている ２．知らない 

１．利用したい  ２．利用したくない  ３．どちらでもよい 

１．効き目が悪いと考えるため ４．そもそも自己負担がないため 

２．医師が勧めないため ５．その他（              ） 

３．利用の仕方がわからないため 
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問８ 現在，公費による小児医療費無償化の今後のあり方を検討していますが，今のまま維持すること

で財政負担が増加すれは，その他の子育て支援サービスを廃止，縮小せざるを得ない場合もあり

ます。それでも無償化の維持は必要と考えますか。【○は１つ】 

 

 

 

     

問８で「２」やむを得ないと回答した方にうかがいます。 

問９ 次のうちどのような見直しが望ましいと考えますか。【○は２つ選んでください】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８で「２」やむを得ないと回答した方にうかがいます。 

問１０ あなたがより充実してほしい子育て支援サービスは何ですか。【○は３つ選んでください。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に 小児医療費公費負担制度に関し，ご意見がございましたら自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 
                  

ご協力ありがとうございました。 

                       総社市役所 こども課 子育て支援係 ℡ 92-8268  

１．必要である 

２．他のサービスが廃止・縮小するなら見直しもやむを得ない 

１．資格証に代えて枚数に限りのある受診券（クーポン券）の交付 

２．償還払い制度の採用 

※償還払い・・・医療機関で一旦自己負担分を支払い、その後市へ申請し返還を受ける 

３．所得制限の導入 

４．一部負担金の徴収 

５．時間外診療の割増料金を自己負担に 

６．対象年齢の引き下げ 

７．その他（                                    ） 

１．予防接種費用の助成 ７．妊娠から出産までの相談支援の充実 

２．保育所の定員増 ８．病児・病後児保育の充実 

３．保育所入所条件の緩和 ９．保育所の増設・改築 

４．一時預かりサービスの充実 10．幼稚園の預かり保育の充実 

５．子育て支援センター、つどいの広場等の増設 11．親子クラブや子育てサロンの活動支援 

６．放課後児童クラブの定員増 12．その他（              ） 


